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第１ 趣旨 

 京都労働局雇用施策実施方針（以下「方針」という。）は、京都

労働局及び公共職業安定所（以下「安定所」という。）と京都府が

それぞれの強みを発揮し、一体となって雇用対策を進めることで住

民サービスの更なる強化を目指すことを目的とし、京都府内におい

て一体的に実施する取組や各種の共同事業等講じるべき雇用施策を

示すものである。 

京都労働局の施策と京都府の講じる雇用に関する施策を効果的に

実施するため、経済・雇用情勢に応じた雇用対策に関する方針を協

議・確認する「京都労働経済活力会議」をはじめ、「京都ジョブパ

ーク」における一体的就職支援や「国、府一体人づくり事業の実施 

に関する協定」の締結など、従来から京都労働局と京都府は緊密な

連携を図ってきたところであるが、平成２８年度においても一層の

連携を構築することとする。 

 

第２ 京都府内における雇用を取り巻く現状と課題 

１ 最近の雇用情勢 

京都府内の有効求人倍率は、平成２８年１月には１．２８倍と 

昭和４８年１２月以来の高水準となっており、求職者の減少と求
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人の増加が続き、人手不足が深刻化している。  

このため、平成２８年度においては、何らかの課題を抱え支援 

を要する求職者に対する職業能力の開発等による「人づくり」と、

就労環境の改善等による「働きやすく魅力ある職場づくり」、さら

に「中小企業の魅力発信」について重点的に取り組むことで、求職

者の就職促進を図り、企業の人材確保を支援していくことが重要で

ある。 

特に、今後ますます需要の拡大が見込まれる介護、看護、保育と

いった福祉分野や建設分野などにおいて、人手不足が深刻化してき

ている状況を踏まえ、長時間労働の削減による定着促進と女性や若

者、高齢者の活躍推進、正社員転換の促進と非正規雇用労働者の待

遇改善の推進、さらに、労働者の人材育成、能力開発を図るなど、

労働生産性の向上に資する人材の確保・育成対策を総合的に推進す

ることが重要である。 

 

２ 労働者をめぐる動向 

（１）労働時間等の状況と課題 

   京都府内の労働者の労働時間等の状況は、他都府県に比べ、

パートタイマー等の非正規雇用労働者の割合が高いことから、
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月間総実労働時間や出勤日数が少ない半面、週当り就業時間が

６０時間以上の労働者の割合が東京都、北海道に次いで高く、

所定外労働時間も長くなっている。 

こうした状況は、人手不足により更に悪化するおそれがある。 

このため、長時間労働による心身の負担を分散する等働き方

の見直しや労働生産性の向上を促進する必要があり、これによ

る就労環境の改善が、就職促進、人手不足対策、少子化対策と

しても有効と考えられる。 

（２）非正規雇用労働者の現状と課題 

京都府における非正規雇用労働者の割合は全国で３番目に高 

く、特に男性で増加していることなどから、やむなく非正規形

態で働く雇用者が一定程度存在しているものと見られる。 

 特に、京都府の代表的な産業である観光分野においては非正

規雇用労働者が多く、正規雇用転換の促進や、待遇の改善に当

たっては、労働生産性を向上させ、顧客満足度を高めることに

も留意する必要がある。 

非正規雇用労働者は雇用が不安定であるほか、職業訓練・自

己啓発の実施率が正社員に比して低く、キャリアアップや所得
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増加の機会が少ないこともあり、生産性向上の観点においても

隘路となっている。 

このため、企業内での能力開発に対する支援を拡充するとと

もに、限定正社員制度など多様な正社員制度の導入を促進する

など正規雇用への転換やキャリアアップの取組を促進する必要

がある。 

（３）少子化の進展と課題 

京都府における労働力人口は、平成９年をピークに減少を続

け、また、合計特殊出生率は、非正規雇用労働者割合や長時間

労働者割合の高さなどを背景に全国で２番目に低く、全国平均

より早いペースで少子化高齢化が進展し、人手不足業種の拡大、

事業所における採用難、既存社員の業務量増の問題がさらに深

刻化するおそれがある。 

このため、上記（１）、（２）のほか、仕事と育児の両立支

援などを推進する必要がある。 

（４）女性労働者をめぐる現状と課題 

   女性雇用者数は全体の４６．３％を占めるものの、約６割が

非正規雇用労働者であり、出産や育児のため正社員を退職する
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か非正規労働に転換する者が多くみられる。 

   女性がその希望に応じた働き方を実現し、職場で十分に能力

が発揮できるよう、企業における「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画の策定や、

認定取得に向けた積極的な取組を推進する必要がある。 

（５）若者をめぐる現状と課題 

   新規学校卒業者の就職状況については、大学等卒業予定者の

就職・採用活動の後ろ倒しの影響から、前年に比べると内定時

期の遅れが目立ったが、その後順調に回復し、内定率は高校で

微減となっているが、大学、短大においては前年を大幅に上回

っている。 

しかし、入社後、早期に離職する者の割合が、全国平均に比

べ高く、離職後においては、やむなく非正規形態で働く者が相

当数存在すると見込まれることから、若者の適職選択に資する

情報の提供と、早い段階から職業観の醸成等を図るなど、京都

の未来を担う人材の育成や、課題を抱えた若者等へのきめ細か

い支援を行う必要がある。 
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第３ 平成２８年度の重点施策 

１ 働き方改革のための対策 

（１）就労環境改善  

長時間労働等の過重労働による健康障害防止のための監督指

導を重点的に実施するほか、法定労働条件の確保に向け効果的

な監督指導を実施する。 

また、平成２７年１月に立ち上げた「京都働き方改革推進本

部」を中心に、京都ウィメンズベース（仮称）や京都府の「就

労環境改善チーム」等と連携の下、「オール京都」として、府内

における意識啓発による気運の醸成、労働時間削減や仕事と生

活の調和の実現など、総合的な就労環境の改善に向けた取組を

推進し、魅力ある就業機会の創出を図ることで「ひと」「しごと」

の創生につなげる。 

（２）正社員転換の促進・非正規雇用労働者の待遇改善の推進 

京都府が取り組む正規雇用化促進のための施策とも連携し、

非正規雇用労働者のキャリアアップの促進等に取り組む企業を

支援するキャリアアップ助成金等の積極的な活用、多様な正社

員制度の普及・拡大、無期転換ルールの周知・啓発、パートタ
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イム労働法の周知徹底や、正規雇用化の促進に資する法律（労

働者派遣法、若者雇用促進法、女性活躍推進法等）の周知徹底

などにより非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を図る。 

また、「京都働き方改革推進本部」において、「正社員転換・

待遇改善地域プラン（仮称）」を策定し、取組を強める。 

特に、サービス産業等における労働生産性の向上による正規

雇用の拡大について、関係業界と連携して対応策を検討・実施

する。 

（３）福祉分野における雇用管理改善の推進 

京都府が実施する「きょうと福祉人材育成認証制度」の推進

等雇用管理改善による「働きやすく魅力ある職場づくり」の取

組や、介護・福祉業界が一体となった人材確保、定着に努力す

る環境の整備を推進するための「きょうと介護・福祉ジョブネ

ット」の取組を推進する。 

（４）少子化対策の推進 

  次代の社会を担う子どもや若者が結婚や子育てに夢を持ち、

家庭を築き、子供を生み、育てる希望を叶えることができる社

会を実現するために、上記（１）～（３）の取組をはじめ、京
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都府と連携し、「京都府少子化対策条例」に基づく、少子化対

策の取組等を総合的に展開する。 

（５）企業内人材育成のための対策 

   「ジョブ・カード」、「キャリア形成促進助成金」及び「キ

ャリアアップ助成金」の活用促進、生産性の向上に資する在職

者訓練メニューの拡充などにより、企業における人材育成のた

めの取組を促進する。 

 

２ 女性の活躍促進 

（１）女性の職業生活における活躍の推進 

経済団体を中心とした関係団体と行政が連携して設置する 

「輝く女性応援京都会議」の取組や、「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画の策

定・実施及び認定取得等にかかる企業への働きかけ、さらに、

女性活躍加速化助成金の活用を促進し、企業における女性活躍

のための積極的な取組を推進する。 

 これらの拠点となる「京都ウィメンズベース（仮称）」を京都

労働局、京都府、京都市、経済団体が一体となって設置する。 
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（２）男女の均等な機会及び待遇の確保の推進 

男女雇用機会均等法に沿った雇用管理の徹底とポジティブ・

アクションの一層の促進を図る。 

また、いわゆるマタニティハラストメントやセクシュアルハ

ラストメントの未然防止対策を強化する。 

（３）職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進 

仕事と育児・介護の両立支援に係る各種支援制度の周知・啓 

発を実施するほか、改正次世代育成支援対策推進法に基づく、

くるみん、プラチナくるみん認定の周知により、男女ともに育

児休業・介護休業等の両立支援制度を利用しやすい職場環境整

備の取組を企業に対し働きかける。 

 また、両立支援等助成金や企業主導型保育事業の活用等によ

り、子育てや介護による離職防止に向けた支援を強化する。  

 

３ 若者の活躍促進   

（１）若者雇用対策の総合的な推進 

若者が次代を担うべき存在として活躍できる環境整備を図る

ため、「若者雇用促進法」と、京都府の「京都府若者の就職等
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の支援に関する条例」に沿った対策を講じる。 

また、第１２回「京都労働経済活力会議」における確認事項

に基づき、京都新卒応援ハローワークを京都ジョブパーク内に

移設し、京都府の大学生コーナーとの一体的実施により学生等

への支援機能を一元的に集約し、学校等との連携のもと、新卒

者・若者のニーズに応じたきめ細かい就職支援及び職場定着支

援を実施するとともに、人手不足が顕著な京都企業とのマッチ

ングを積極的に展開する。 

   さらに、早い段階から職業観の醸成等を図るため、オール京 

都体制で設立した「京都キャリア教育推進協議会」の活動や若 

者キャリア形成支援事業の活動により、学生の早期からのキャ 

リア形成を支援するほか、「若者雇用促進法」に基づく若者の 

適職選択に資する情報の積極的な提供に取り組むなど、若者の 

早期離職防止対策を講じる。 

（２）若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応 

「若者雇用促進法」に基づく労働法令違反事業所からの学卒求

人の不受理制度の周知や京都新卒応援ハローワーク等に設置し

ている「在職者向け相談窓口」において把握した企業等に対す
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る指導のほか、京都労働局と京都府及び京都市による「京都ブ

ラックバイト対策協議会」において、情報共有を図り、学生に

対する労働法制の周知など連携して実施する。  

（３）府内企業の人材確保に向けた取組 

雇用管理や若者の定着率等が特に優良な企業を認定する「ユ

ースエール企業」や詳細な雇用管理情報等を公開し、若者の採

用・育成に積極的な「若者応援宣言企業」の普及拡大を実施し、

京都府と連携しながら中小企業の魅力を発信することでマッチ

ングの推進を図る。 

また、京都ジョブナビへの採用予定情報の掲載や企業説明会

の定期的な開催により、府内中小企業の広報活動を実施するこ

とにより、人材確保を支援するとともに、新規学卒者の府内中

小企業に対する選択肢の拡大を図る。 

（４）離学者及びいわゆる「ニート」に対する就職支援 

   学校離学者及び長期にわたり就労も通学もしない者に対し、 

支援機関等の周知を行うとともに、地域若者サポートステーシ 

ョンとの連携により、就職に向けた準備訓練やセミナー等を実 

施し、職業人としての育成を図る。 
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４ 就職支援の推進 

（１）効果的・効率的な職業訓練の実施による就職支援 

「京都府、京都労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構による国・府一体人づくり事業の実施に関する協定」

に基づき、地域のニーズにあった一体的な公的職業訓練に係る京

都府職業訓練実施計画（別添・策定後に添付）を策定し、三者の

緊密な連携の下に、若年者・中高年齢者・女性・障害者など様々

な求職者を対象に計画的かつ効果的・効率的な職業訓練を実施す

る。 

 ア 適格な職業訓練受講あっせん 

   以下の職業訓練に係る定員充足率を達成するため、定員数以

上の適格な受講あっせんを行う。 

    離職者向け委託訓練  

充足率９５％以上（定員２，５９１名・障害者向 

け訓練を含む） 

    求職者支援訓練（基礎コース） 

        充足率６５％以上（認定定員８３０名） 
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    求職者支援訓練（実践コース） 

        充足率６５％以上（認定定員１，２４０名） 

 イ 受講者に対する就職支援 

職業訓練受講者に対し、公的職業訓練実施施設と安定所及び

京都ジョブパークが連携して、職業訓練期間中から指定来所日

などを活用した職業相談・紹介、職場定着までの一貫した支援

の実施により、以下の就職率の達成を目標とする。 

    離職者向け委託訓練       ８０％以上 

    求職者支援訓練（基礎コース）  ５５％以上 

    求職者支援訓練（実践コース）  ６０％以上 

（２）「京都ジョブパーク」との一体的就職支援 

京都労働局と京都府をはじめ、オール京都体制で総合就業支

援施策を実施している京都ジョブパークにおいて、引き続き若

年者・中高年齢者・女性・障害者などの利用者の様々なニーズ

に応じたワンストップ型の就業支援を行う。 

特に、「京都新卒応援ハローワーク」、「京都わかものハロー

ワーク」や「留学生コーナー」の利用者の様々なニーズに応じ

た、より一層きめ細かな全国最先端のワンストップ型就業支援
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サービスを展開する。 

さらに、北京都ジョブパーク（福知山市）のハローワークコ

ーナー及びマザーズコーナーにおいても一体的な就職支援を

実施する。 

これらの就職支援により、京都ジョブパークにおいて以下の

目標の達成を目指す。 

 新規登録者数     １６，５００人 

 延べ相談件数    １４０，０００件 

 就職内定者数     １１，０００人 

  うち正規雇用     ７，０００人 

（運営目標は一体的実施運営協議会で正式決定後に修正） 

（３）中高年齢者に対する就職支援 

キャリアを有する中高年齢の求職者に対する就職支援につい 

て、京都ジョブパークや産業雇用安定センター京都事務所の連

携による効果的な支援を実施する。 

（４）Ｕ・Ｉ・Ｊターンによる就職支援 

   府内の中小企業における人材確保のため、京都府が実施する

京都ジョブパーク事業における移住人材確保業務とも連携し、
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京都府の移住施策と連動した支援を実施するとともに、企業の

魅力を発信し、都市部においてＵ・Ｉ・Ｊターンを希望する人

材を発掘し、府内企業とのマッチングを促進する。 

（５）生活保護受給者等に対する就労・生活支援 

「生活困窮者自立支援法」の施行に伴い、生活保護受給に至

るおそれのある者に対する就労支援事業が開始されたことに

より、各安定所と地方自治体により設置している「生活保護受

給者等就労自立促進事業協議会」において、就労可能な生活保

護受給者等に対して、生活・福祉から就労まで一貫したきめ細

かな支援のための一層の連携を図り、京都式生活・就労一体型

支援事業の円滑な実施により、生活保護受給者や生活困窮者の

就労を総合的に支援する。 

（６）障害者に対する就職支援 

障害のある求職者に対し、労働局と京都府を中心に教育、福 

祉機関も含めた連携体制を構築し、能力開発・職場実習等の実

施から職業紹介、定着支援など、きめ細かく実効的な対策を実

施する。 

また、京都ジョブパーク内に設置された「障害者雇用企業サ
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ポートセンター」と連携し、障害者雇用に意欲を持つ企業を支

援することにより、障害者雇用の拡大を図る。 

なお、障害者専門相談員をジョブパークハローワークコーナ

ーに配置し、京都府のはあとふるコーナーとの連携を図るとと

もに、今後、障害者に対する一体的就職支援の強化について検

討を行うこととする。 

（７）ひとり親に対する就職支援 

   ひとり親の自立を促進するため、マザーズハローワークに訓

練ナビを新たに配置し、職業訓練受講を促進するとともに、予

約制・担当制による総合的かつ一貫した就職支援を行う。 

なお、就職支援の実施に当たっては、京都ジョブパーク内に

設置された「ひとり親自立支援センター」及び市町村とも連携

する。 

   併せて、託児サービス支援付き訓練の拡充の他、京都府その

他地方自治体が実施する資格取得や職業訓練の受講を容易にす

るための訓練受講支援施策の効果的な活用により、ひとり親の

就労を総合的に支援する。 

また、長期雇用につなげるため、府内の各事業所に対し、「特 
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定求職者雇用開発助成金」や「キャリアアップ助成金」の活用 

を促進する等の取組を行う。 


